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公安委員会 鹿児島県地方警察職員の特地勤務手当等に関する規則の一部改正 令和７年３月12日

決 裁 資 料 （ Ｒ ６ 年 人 事 委 員 会 勧 告 等 に よ る 給 与 改 定 ） 警務課給与係

１ 改正理由

鹿児島県地方警察職員の給与に関する条例（昭和29年鹿児島県条例第33号。以下

「給与条例」という。）の一部改正及び令和７年２月５日付けの人事院規則改正に

伴い、「鹿児島県地方警察職員の特地勤務手当等に関する規則」について、所要の

改正を行う。

２ 改正規則

鹿児島県地方警察職員の特地勤務手当等に関する規則（昭和46年鹿児島県公安委

員会規則第６号）

３ 改正内容

給与条例の改正に伴い、令和７年４月１日より再任用職員に対して、新たに特地

勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当を支給できるようになったことから、鹿児

島県地方警察職員の特地勤務手当等に関する規則第５条の

特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員

についての規定を整理するもの。

４ 施行期日

令和７年４月１日


